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町
県
申
告
書
の
送
付

　
前
年
の
提
出
状
況
等
に
よ
り
申
告

が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
１
月
下

旬
に
送
付
し
ま
し
た
。
窓
口
配
布
に

つ
い
て
も
同
時
期
で
開
始
し
て
い
ま

す
。

　
確
定
申
告

　
年
金
・
給
与
収
入
の
み
の
簡
易
な

確
定
申
告
（
申
告
書
Ａ
）

※
右
記
載
以
外
の
確
定
申
告
の
相

談
・
申
告
は
、
税
務
署
が
開
設
す
る

会
場
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
持
ち
物
は
、
町
県
民
税
申
告
と
同

様
で
す
が
、
本
人
確
認
書
類
は
、
写

し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
所
得
税
の
還
付
が
あ
る
場
合
は
、

申
告
者
名
義
の
振
込
先
が
分
か
る
も

の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
年
金
の
源
泉
徴
収
税
額
に
は
、
生

命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
、
寡
婦

（
夫
）控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
の
各

種
控
除
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
各
種

控
除
を
受
け
る
場
合
に
は
確
定
申
告
、

確
定
申
告
が
不
要
の
方
は
、
町
県
民

税
申
告
が
必
要
で
す
。

問
確
定
申
告
に
つ
い
て

　
平
塚
税
務
署
　
☎（
22
）１
４
０
０

　
町
県
申
告
に
つ
い
て

　
税
務
課
　
☎
内
線
２
５
３

町
の
申
告
受
付
に
つ
い
て

▼
期
間
　
２
月
17
日
（
月
）
～
３
月

16
日
（
月
）

土
曜
、
休
日
の
閉
庁
日
を
除
く
。

▼
場
所
　
役
場
４
階
第
１
会
議
室

▼
受
付
時
間
　
９
時
～
11
時
45
分
、

13
時
～
16
時

　
町
県
民
税
申
告

　
申
告
書
の
内
容
は
、
国
民
健
康
保

険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

介
護
保
険
料
の
算
定
資
料
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
申
告
が
な
い
場
合
は
、

所
得
証
明
書
等
の
発
行
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
物

○
申
告
書
（
町
会
場
に
て
配
布
有
）

○
印
鑑

○
源
泉
徴
収
票
・
各
種
控
除
証
明
書

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
合

計
額
を
計
算
し
、
明
細
書
を
作
成
し

て
く
だ
さ
い
。（
詳
細
は
、
広
報
１

月
号
を
参
照
く
だ
さ
い
。）

○
本
人
確
認
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
・
身
元
確
認

書
類
）。
写
し
の
添
付
で
も
可
。

※
代
理
・
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、

本
人
確
認
書
類
の
写
し
の
添
付
が
必

要
で
す
。

町
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
は
お
早
め
に
！

　
　・
医
療
費
控
除
等
の
申
告
に
よ
り
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　
　・
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
所
得
税
の
申
告
が
不
要
な
場
合
で
も
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
　・
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
控
除
以
外
の
各
控
除
が
あ
る
場
合
は
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

注意事項
はい いいえわたしは申告が必要ですか

令和元年中に課税対象と
なる収入があった

あなたの収入の種類は？

令和元年中に勤務先を退職した

給与以外に収入があった

源泉徴収されている
金額がある

町県民税の申告が必要

勤務先で年末調整して、勤務先から町へ
給与支払報告書が提出されている（勤務
先の給与担当者に確認してください）

源泉徴収されていて、医療費控除・寄附
金控除・住宅借入金等特別控除・雑損控
除等を受ける

（所得金額の合計）－（各種控除の合計額）で残額がある

再就職して前職分を含め、
年末調整をした

給与所得
雑（年金）所得
（公的年金等の収入金額が400万円以下
で、かつ、その他の所得が20万円以下の
場合は確定申告書の提出は不要）

（令和２年１月１日に住んでい
た市区町村で申告）

町県民税の申告が必要

※1   確定申告により、還付を受
けられる場合あり

※2   確定申告が必要になる場合
あり

不動産所得、事業所得など 申告不要

町内に住む人の税法上の
扶養親族となっている

※1

※2

スタート

確定申告が必要申告不要
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学
）。
児
童
文
化
研
究
者
。
作
品
は
「
お

は
な
し
の
ほ
ん
」「
だ
る
ま
ち
ゃ
ん
」「
か

ら
だ
の
ほ
ん
」
各
シ
リ
ー
ズ
の
ほ
か
、『
と

こ
ち
ゃ
ん
は
ど
こ
』『
う
つ
く
し
い
絵
』『
伝

承
遊
び
考
』
等
多
数
。
２
０
０
８
年
菊
池

寛
賞
・
２
０
１
８
年
巌
谷
小
波
文
芸
賞
な

ど
多
数
受
賞
。 

▼�

定
員
　
40
人
（
先
着
順
）

▼ 

申
込
み
　
２
月
７
日（
金
）か
ら
電
話
ま

た
は
、
図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー
に
て
受
付

　（
先
着
３
名
の
託
児
あ
り
。
要
相
談
）

定
期
購
読
し
て
い
る
雑
誌
を

ご
寄
贈
く
だ
さ
い

　
図
書
館
で
は
、
様
々
な
分
野
の
雑
誌
を

提
供
す
る
た
め
、
雑
誌
を
寄
贈
し
て
く
だ

さ
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼�

対
象
　
本
館
ま
た
は
分
館
に
、
現
在
刊

行
中
の
雑
誌
を
継
続
し
て
一
年
間
以
上

寄
贈
し
て
い
た
だ
け
る
方

▼�

寄
贈
方
法
　
週
刊
誌
は
、
発
売
日
の
翌

日
、
月
刊
誌
等
は
発
売
日
か
ら
10
日
以

内
に
本
館
ま
た
は
分
館
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

▼
雑
誌
の
内
容
　
図
書
館
の
蔵
書
と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
も
の
（
要
相
談
）

児
童
文
学
講
演
会

『
か
こ
さ
と
し
　創
作
の
原
点
』

鈴
木

　万
里
氏

　『
だ
る
ま
ち
ゃ
ん
と
て
ん
ぐ
ち
ゃ
ん
』

『
か
ら
す
の
パ
ン
や
さ
ん
』
な
ど
の
絵

本
で
お
な
じ
み
の
か
こ
さ
と
し
さ
ん
は
、

６
０
０
冊
以
上
の
作
品
を
世
に
生
み
出
し
、

惜
し
ま
れ
つ
つ
一
昨
年

旅
立
た
れ
ま
し
た
。
か

こ
さ
ん
の
ご
長
女
が
、

創
作
の
原
点
と
作
品
に

込
め
ら
れ
た
背
景
や
思

い
を
伝
え
ま
す
。

▼�

と
き
　
３
月
７
日
（
土
）

14
時
～
15
時
30
分

▼
と
こ
ろ
　
図
書
館
本
館
２
階
大
会
議
室

▼�

講
師
　
鈴
木
　
万
里
氏
（
加
古
総
合
研

究
所
取
締
役
）
２
０
０
３
年
か
ら
加
古

総
合
研
究
所
に
勤
務
し
、
父
の
創
作
活

動
を
支
え
る
。
現
在
は
父
の
作
品
の
著

作
権
管
理
の
ほ
か
、
遺
志
を
継
い
で
講

演
・
展
覧
会
等
で
精
力
的
に
全
国
を
回

り
活
動
し
て
い
る
。

《
か
こ
さ
と
し
》

１
９
２
６
年
福

井
県
生
ま
れ
。

東
京
大
学
工
学

部
応
用
化
学
科

卒
業
。
工
学
博

士
。技
術
士（
化 

し
ょ
う
か
。
助
役
の
目
を
通
し
て
見
る
大

磯
の
様
子
は
、
私
た
ち
に
別
荘
地
大
磯
の

新
た
な
側
面
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　
今
か
ら
約
百
年
前
に
大
磯
で
ま
さ
に
起

き
た
出
来
事
を
、
ナ
マ
の
資
料
か
ら
一
緒

に
学
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

資
料
館
資
料
18

　「大
磯
町
助
役
日
誌
」
を

刊
行
し
ま
し
た
　

　「
大
磯
町
助
役
日
誌
」
の
解
読
文
を
史

料
集
と
し
て
刊
行
し
ま
し
た
。
郷
土
資
料

館
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
歴
史
講
座
と
併

せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

旧
吉
田
茂
邸
内
解
説

　
２
月
は
８
日
（
土
）・
22
日
（
土
）
に
、

邸
内
解
説
を
行
い
ま
す
。
今
回
は
会
期
中

の
「
吉
田
茂
　
暮
ら
し
展
」
の
内
容
も
含

め
、
吉
田
の
暮
ら
し
の
う
ち
「
衣
」
に
焦

点
を
あ
て
て
解
説
し
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
14
時
に
旧
吉
田
茂
邸
受
付
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。
入
館
は
、
有
料
で
す
。

歴
史
講
座

「
大
磯
町
助
役
日
誌
を
読
む

―
よ
み
が
え
る
百
年
前
の
大
磯
―
」

　
郷
土
資
料
館
が
主
催
し
て
い
る
古
文
書

解
読
ク
ラ
ブ
で
は
、
大
正
時
代
に
当
時
の

大
磯
町
の
助
役
（
現
在
の
副
町
長
）
が
書

い
た
日
誌
を
解
読
し
て
い
ま
す
。
解
読
の

成
果
の
一
部
を
、
歴
史
講
座
と
し
て
発
表

し
ま
す
。

▼
内
容

　
助
役
の
日
誌
の
う
ち
、
大
正
４
年
10
月

か
ら
大
正
５
年
12
月
の
約
一
年
間
に
書
か

れ
た
部
分
を
、
当
時
の
時
代
背
景
を
踏
ま

え
な
が
ら
紹
介
し
ま
す
。
発
表
者
は
、
富

田
三
紗
子
（
郷
土
資
料
館
学
芸
員
）・
古

文
書
解
読
ク
ラ
ブ
会
員
で
す
。

▼�

と
き
　
２
月
16
日
（
日
）14

時
～
16
時
頃

▼
と
こ
ろ
　
郷
土
資
料
館
研
修
室

▼�

定
員
　
30
名
（
申
込
み
不
要
、先
着
順
）

◎
大
正
時
代
の
大
磯

　
大
物
政
治
家
た
ち
が
別
荘
を
構
え
、
海

水
浴
場
を
目
当
て
に
東
京
か
ら
多
く
の
富

裕
層
が
遊
び
に
来
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
大
磯
。
大
正
時
代
に
な
る
と

そ
の
好
況
は
、
や
や
落
ち
着
い
て
い
ま
し

た
。

　
世
界
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
真
っ
只
中
、

町
の
大
き
な
課
題
は
中
郡
役
所
の
移
転
問

題
、
そ
の
よ
う
な
中
、
新
任
の
助
役
は
ど

の
よ
う
な
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
の
で

図　書　館　問・ 　☎（61）3002
　　　　　　休館日　2／3・6・10・17・25
郷土資料館　問・ 　☎（61）4700
　　　　　　休館日　2／１・3・10・17・25

いそまる読書会
藤 まる

『時給三〇〇円の死神』

２月28日（金）
　10:00～12:00
10人（申込順）
200円
本館２階小会議室
・ NPO法人大きなおうち
☎（61）3805　遠藤

ご
協
力
あ
り
が
と
う

▲日誌の原文は、くずし字です

撮
影
：
加
古
総
合
研
究
所


